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はじめに 
 

１ 見直しの背景と位置づけ 

（１）見直しの背景と本市の都市計画道路について 

本市は、昭和３１年に現在の都市計画道路網の基礎となる１７路線を都市計画に

定めました。その後、高度経済成長期による大幅な人口増加に伴う交通量の増加へ

の対応や、市街地整備の推進が全国的に求められ、本市においてもこれらの課題解

決に向けて、都市計画道路の変更や追加を行い、現在では２２路線を都市計画決定

し、その延長は約５０．９㎞になっています。 

しかし、財政や地域の事情などにより、長期間未着手や未整備区間のある都市計

画道路が存在し、整備率（※改良済率）は４４．４％にとどまっており、都市計画

道路区域内の建築制限も長期間にわたっていることから、その必要性についても合

理的な理由を整理する必要があります。 

さらに、少子高齢化社会の進展、人口減少社会の到来、景気の長期低迷など、社

会経済情勢も大きく変化してきており、「都市の成長」を前提に計画された都市計画

道路についても、都市機能の維持・改善に主眼を置く「都市の成熟化」への転換に

対応した見直しが必要となっています。 

 

（２）見直しの必要性と動向 

国土交通省では、長期未着手の都市計画道路が全国的にも顕著化してきているこ

とから、今後の都市を取巻く状況変化や目指すべき将来都市像に的確な対応をする

ため「都市計画運用指針」を策定し、都市改革道路の必要性の検証と、その検証結

果を踏まえた適切な見直しが必要であることが示されています。 

また、神奈川県では「都市計画運用指針」等に基づき、平成１８年３月に県内の

幅広い地域特性を考慮し、市町の主体性を尊重した見直しが進むようとりまとめた

「都市計画道路見直しのガイドライン」を策定し、未着手の都市計画道路のうち、

主要な道路網の根幹を形成している幹線街路について、都市計画決定後、２０年以

上経過した道路や区画をすべて対象に見直しすることとしています。 

現在、県内３２市町のうち、都市計画道路や幹線道路が無い３町を除く２９市町

が見直し対象路線をもっており、このうち見直す路線が無い５町を除き、本市を含
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む２４市町が見直し作業に着手しています。 

 

（３）本市における「都市計画道路見直し」の位置づけ 

平成２２年度に改訂した「座間市都市マスタープラン」においては都市施設の整

備・改善方針として長期事業の着手に至っていない都市計画道路については、今後

の社会状況や地域の実情に応じて位置づけの見直しを検討するとしています。 

また、平成２１年度に策定された「座間市総合都市交通計画」においては、①都

市間連絡道路の整備、②地域間連絡道路の整備、③地域内幹線道路の整備、④地区

内道路の整備、⑤通過交通の流入抑制の５項目の施策を掲げると同時に、「都市計画

道路に関しては、都市計画決定後、長時間が経過し、昨今の社会経済状況の変化に

的確に対応していない道路については、本計画における位置づけを踏まえ、今後、

計画内容の見直し等の検証を行う。」としています。 

つきましては、平成１７年度に神奈川県にて策定された「都市計画道路見直しの

ガイドライン」を基に、この「座間市都市計画道路見直しの基本的な考え方」を“ガ

イダンス”として定め、これを基に「都市計画道路の見直しの方針」の中で、改め

てこれまでの都市計画道路網を再検証し、見直しを行っていくものとします。 
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図 都市計画道路見直しの位置づけ 
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２ 都市計画道路の定義 

（１）都市計画道路の役割 

 都市計画道路は、都市の将来像を達成し、円滑な都市交通と良好な都市環境を形

成するために、都市活動を支えている根幹的な施設であり、都市計画法に基づき

定める道路です。 

 都市における道路は、主に以下のような機能を有しています。 

① 人や物資の通行機能、沿道の土地利用のためのサービス機能等、都市におけ

る円滑な移動や出入りを確保するための「交通機能」 

② 景観や日照等の都市環境保全、避難や救助、延焼防止空間などの都市防災機

能の面での都市空間の形成、上下水道や電気通信などのインフラ施設の空間、道

路付属物の設置空間等を確保するための「空間機能」 

③ 都市構造を形成し、街区を構成するための「市街地形成機能」 

 

（２）都市計画道路の種別 

都市計画道は、交通機能から「自動車専用道路」「幹線街路」「区画街路」「特殊街

路」に区分され、計画的に都市の一体性を図るべき地域に都市計画道路網を定めて

います。なお、座間市都市計画道路は「幹線街路」に該当します。 

 

 幹線街路 

（ア）主要幹線街路 

都市拠点間を連絡し都市に出入りする交通や都市内の枢要な地域間相互の交通

の用に供する道路で、とくに高い走行機能と交通処理機能を有する。 

（イ）都市幹線街路 

都市内の各地区または主要な施設間相互の交通を集約して処理する道路で、居住

環境地区等の骨格を形成する。 

（ウ）補助幹線街路 

主要幹線道路または都市幹線道路で囲まれた区域内において、幹線道を補完し、

区域内に発生集中する交通を効率的に集散させるための補助的な幹線道路であ

る。 
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図 幹線道路の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）都市計画道路とする意義 

道路として必要な区域を予め都市計画において明確にすることは、都市の健全な

発展のために必要な道路の配置を、ひろく住民に明確に示すとともに、地域社会で

の合意形成を進めるためにも必要です。さらに、都市計画道路等の区域内において

は、将来的にも円滑な整備が行えるように、建築物の建築に対して、一定の制限が

加えられます。 

 

（４）本市の交通体系の方針（座間市都市マスタープランより） 

広域的な都市間の交通機能を担う主要な幹線道路については、広域的交通に対処

するため、構想区間のルート検討や未整備区間の事業化に向けて関係機関に要望す

るとともに、必要な調整を進めることにより事業の早期着手・整備を目指し、交通

の円滑化を促進します。 

主に市内の主要施設や地域拠点への移動に重要な役割を果たす幹線道路等につい

ては、市民生活の基盤となる道路ネットワークの形成を図るため、安全で快適な道

路空間の整備・改良を促進します。 
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図 広域的幹線道路網の状況 
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３ 座間市の都市計画道路の状況 

（１）本市の都市計画道路の現状 

本市の都市計画道路は、２２路線、総延長約５０．９㎞が都市計画決定されてお

り、本市における主要な都市構造を支えるための交通網体系の一翼を担っています。 

 

表 本市における都市計画道路の整備状況 

 

路線数 

 

都市計画 

決定延長 

（㎞） 

決定延長の内訳（㎞）および（％） 

整備済区間 未整備区間 

改良済区間 概成済区間 事業中区間 未着手区間

２２ 

５０．９㎞ ２２．６㎞ ８．５㎞ １．９㎞ １７．９㎞

１００％ ４４．４％ １６．８％ ３．７％ ３５．１％

 

【語句説明】 

 整備済区間とは、改良済区間と概成済区間を合わせた区間をいう。 

改良済区間：道路用地が計画幅員のとおり確保されており、一般の通行の用

に供している区間 

概成済区間：改良済以外の区間のうち、路線として都市計画道路と同程度の

機能を果たしうる現道（概ね計画幅員の２/３以上または４車線

以上の幅員を要する道路）を有する区間 

 

未整備区間とは、事業中区間と未着手区間を合わせた区間をいう。 

事業中区間：事業認可の取得または事業費が予算化されており、事業終了後

に改良済となる区間 

未着手区間：改良済、概成済及び事業中以外の区間 

 

都市計画決定延長＝整備済延長＋未整備延長 

＝改良済延長＋概成済延長＋事業中延長＋未着手延長 
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図 本市における都市計画道路の整備状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都市計画課資料より） 

表 本市における都市計画道路別整備状況一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都市計画課資料より） 

計画
（㎞） （㎞） （％） （㎞） （％） （㎞） （％）

1 3・3・1 号 国道246号大和厚木バイパス 22 2.6 2.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 3・3・2 号 広野大塚線 22 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 100.0
3 3・4・1 号 相模原座間線 18 1.6 0.2 12.3 0.0 0.0 1.4 87.0
4 3・4・2 号 相武台入谷線 18 4.1 3.2 79.8 0.0 0.0 0.8 20.2
5 3・4・3 号 相模原二ッ塚線 16 3.9 0.2 4.1 0.0 0.0 3.7 95.9
6 3・4・4 号 座間大和線 16 1.8 0.9 49.5 0.9 50.5 0.0 0.0
7 3・4・5 号 座間南林間線 16 5.9 4.3 73.1 0.0 0.0 1.6 26.9
8 3・5・1 号 町田厚木線 15 4.0 0.7 16.5 3.2 81.0 0.1 2.5
9 3・5・3 号 座間大野線 12 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
10 3・5・4 号 緑ヶ丘大塚線 12 4.0 3.0 75.3 0.5 11.5 0.5 13.3
11 3・5・5 号 南広野東原線 12 3.1 3.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 3・5・6 号 東原ひばりヶ丘線 12 0.9 0.3 36.6 0.0 0.0 0.6 63.4
13 3・6・1 号 田中東原線 11 2.3 0.4 17.4 1.9 82.6 0.0 0.0
14 3・6・2 号 杉久保座間線 8 1.5 0.0 0.0 1.1 75.5 0.4 24.5
15 3・6・3 号 蟹ヶ沢線 11 0.1 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0
16 3・6・4 号 座間天台線 11 3.1 1.2 37.4 0.4 11.3 1.6 51.3
17 3・6・5 号 緑ヶ丘林間線 11 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 100.0
18 3・6・6 号 中羽根沢線 11 0.6 0.0 0.0 0.4 66.7 0.2 33.3
19 3・6・7 号 座間駅三峰線 11 0.5 0.2 40.8 0.0 0.0 0.3 59.2
20 3・6・8 号 田中相武台下線 11 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 100.0
21 3・6・9 号 相模台中央線 8 0.7 0.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 3・6・10 号 相武台栗原線 11 1.6 1.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- 50.9 22.6 44.4 8.5 16.8 19.8 38.8合　　計

改良済 概成済 未整備

整備状況代表
幅員
（m）

番号 都市計画道路名
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（２）未着手の状況 

① 都市計画決定後の経過状況 

本市の都市計画道路は、２２路線中４路線が改良済となっており、都市計画決定

後２０年以上未着手となっている区間を有する路線が１８路線残っています。 

 

表 都市計画道路の都市計画決定年月日からの経過年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 未着手の理由 

本市の都市計画道路における未着手となっている主な理由は以下のようになって

います。 

ア）財政的な理由 

限られた財源の中で、優先順位の高い路線から整備を進めることとなるため、

結果的に優先順位が低い路線や区間が未着手となっています。 

イ）他事業との調整による理由 

面的整備事業や都市計画道路と関連する他事業との調整が必要であるために、

事業実施が見送られている路線や区間があります。 

ウ）代替路線の存在 

計画道路の線形とは異なりますが、現道及び付近に一定規模の路線が存在して

いることで、周辺道路網へ負荷をかけながらも交通機能が代替されており、結果

的に優先順位が上がらず未着手となっている路線や区間があります。 

幅員 計画
（m） （㎞）

1 3・3・1 号 国道246号大和厚木バイパス 22 2.6 S 38.1.22 S 51.4.13 改良済
2 3・3・2 号 広野大塚線 22 4.5 S 44.3.31 S 51.4.13 36年
3 3・4・1 号 相模原座間線 18 1.6 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
4 3・4・2 号 相武台入谷線 18 4.1 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
5 3・4・3 号 相模原二ッ塚線 16 3.9 S 31.1.27 H 5.4.9 20年
6 3・4・4 号 座間大和線 16 1.8 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
7 3・4・5 号 座間南林間線 16 5.9 S 31.1.27 H 1.10.20 22年6ヶ月
8 3・5・1 号 町田厚木線 15 4.0 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
9 3・5・3 号 座間大野線 12 0.1 S 38.1.22 S 51.4.13 36年
10 3・5・4 号 緑ヶ丘大塚線 12 4.0 S 31.1.27 S 55.12.12 31年3ヶ月
11 3・5・5 号 南広野東原線 12 3.1 S 38.1.22 H 3.11.20 改良済
12 3・5・6 号 東原ひばりヶ丘線 12 0.9 S 38.1.22 S 51.4.13 36年
13 3・6・1 号 田中東原線 11 2.3 S 31.1.27 S 61.11.18 25年4ヶ月
14 3・6・2 号 杉久保座間線 8 1.5 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
15 3・6・3 号 蟹ヶ沢線 11 0.1 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
16 3・6・4 号 座間天台線 11 3.1 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
17 3・6・5 号 緑ヶ丘林間線 11 2.9 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
18 3・6・6 号 中羽根沢線 11 0.6 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
19 3・6・7 号 座間駅三峰線 11 0.5 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
20 3・6・8 号 田中相武台下線 11 1.1 S 31.1.27 S 51.4.13 36年
21 3・6・9 号 相模台中央線 8 0.7 S 31.1.27 S 51.4.13 改良済
22 3・6・10 号 相武台栗原線 11 1.6 S 31.1.27 S 51.4.13 改良済

最終都市計画決定からの

経過年数
番号 都市計画道路名

都市計画決定年月日
当初決定 最終変更
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エ）地元調整による理由 

優先順位が高い路線であっても地元調整などに時間を要するなど、速やかな事

業実施が困難となっている路線や区間があります。 

オ）技術的な理由 

鉄道との交差や地形上の制約による技術上の課題により、事業実施が見送られ

ている路線や区間があります。 

カ）土地利用の変化による理由 

社会経済状況などから地域のまちづくりに変化が生じ、事業実施が見送られて

いる路線や区間があります。 

 

（３）整備済（改良済、概成済）の路線や区間の課題 

概成済の路線や区間では、改良済まで事業を進めるためには、事業費が膨大とな

ることや、都市計画法線を外れている、といった課題を抱えています。 

また、改良済の路線や区間であっても、隣接市との不整合や、社会経済状況の変

化によって、再整備が必要となっているものもあります。 

 

（４）都市計画道路の区域内における建築制限 

都市計画道路等の区域においては、将来における円滑な道路整備を図るため、区

域内に建築物を建築しようとする場合一定の制限があり、都市計画法第５３条に基

づく建築の許可が必要になります。 

許可の基準については、次のとおり同法５４条に定められています。 

 

都市計画法第５４条 

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるも

のであるとみとめられること。 

イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。 

ロ 主要構造部（建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。）が木造、鉄骨造、コンク

リートブロック造その他これらに類する構造であること。 

 

しかし、道路の整備はその事業化までに長期間を要することが見込まれるため、

神奈川県では、平成１６年４月１日から３階建ての建築物や一定の要件を満たす地

下車庫等を認める運用をしています。 
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４ 都市計画道路の見直しの考え方 

（１）見直しの基本的な考え方の整理 

① 基本方針 

都市計画道路の見直しにあたっては、「座間市総合都市交通計画」で示された

本市の望ましい総合交通体系の実現に向けて、総合的な観点から都市計画道路の

必要性の検証を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 上位計画等との整合 

「かながわ交通計画」、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「座間市

都市マスタープラン」などの上位計画との整合を図ります。 
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（２）見直しの進め方 

都市計画道路の見直しを行うため、以下の項目について検討を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）都市計画道路カルテの作成 

（２）都市計画道路評価カルテの作成 

・現況と将来動向 

・見直し対象路線 

・必要性の検証及び課題整理 

・総合的な道路網体系の検証 

・事業実施の見込みに係る整理 

（７）総合的評価 

「見直しの方針（案）」の策定 
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図 見直しフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）都市計画道路の見直しの基本的な考え方 平成 24 年３月 座間市 Ｐ.19
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3・3・1
国道246号
大和厚木バイパス線

22 2,620 0 100.0% ― ― 22 ○ ― ― ― S38.1.22 S51.4.13 改良済

3・3・2 広野大塚線 22 4,510 4,510 0.0% ― ○ 8～11 ― ○ ○ ― S44.3.31 S51.4.13 ３６年

○

3・4・1 相模原座間線 18 1,550 1,360 12.3% ― ○ 11 ― ○ ― ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・4・2 相武台入谷線 18 4,050 820 79.8% ― ○ 11 ― ○ ― ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・4・3 相模原二ツ塚線 16 3,880 1,994 48.6% ― ― 7～10 ― ― ○ ― S31.1.27 H5.4.9 ２０年

3・4・4 座間大和線 16 1,840 400 78.3% ○ ○ 11～16 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・4・5 座間南林間線 16 5,880 1,180 79.9% ― ○ 12～16 ― ○ ○ ― S31.1.27 H1.10.20 ２２年６ヶ月

○

3・5・1 町田厚木線 15 4,000 420 89.5% ○ ○ 11 ― ○ ― ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・5・3 座間大野線 12 120 120 0.0% ― ○ 4 ― ― ○ ― S38.1.22 S51.4.13 ３６年

3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12 4,000 20 99.5% ○ ― 9～21 ― ○ ○ ― S31.1.27 S55.12.12 ３１年３ヶ月

3・5・5 南広野東原線 12 3,130 0 100.0% ― ― 12～15 ― ― ○ ― S38.1.22 H3.11.20 改良済

3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12 930 504 45.8% ○ ○ 4～12 ― ― ○ ― S38.1.22 S51.4.13 ３６年

3・6・1 田中東原線 11 2,300 500 78.3% ○ ○ 8～11 ― ○ ― ― S31.1.27 S61.11.18 ２５年４ヶ月

3・6・2 杉久保座間線 11 1,510 370 75.5% ○ ○ 4～11 ― ○ ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・6・3 蟹ケ沢線 11 90 47 47.8% ― ○ 11～18 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・6・4 座間天台線 11 3,100 1,590 48.7% ○ ○ 7～11 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・6・5 緑ヶ丘林間線 11 2,860 2,280 20.3% ○ ○ 11 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・6・6 中羽根沢線 11 630 220 65.1% ○ ○ 6.8～9.2 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・6・7 座間駅三峰線 11 490 390 20.4% ○ ○ 6～11 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・6・8 田中相武台下線 11 1,100 1,100 0.0% ― ― ― ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年

3・6・9 相模台中央線 8 670 0 100.0% ― ― ― ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 改良済

3・6・10 相武台栗原線 8～11 1,620 0 100.0% ― ― ― ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 改良済

合計 50,880 17,825 65.0%
※事業中を含む （H24.3時点）

整備率※
（％） 国 県 市 区画

概成済を
含む路線

現道幅員
（ｍ）

番号 路線名
幅員
（ｍ）

計画延長
（ｍ）

未着手
延長
（ｍ）

現道あり
未整備を
含む路線

当初決定 最終決定

最終都市計画
決定からの
経過年数

事業主体 都市計画

Ⅰ章．都市計画道路カルテの作成 
 

都市計画道路の整備率（改良済＋概成済）は 58.5％であり、未着手率は 35％とな

っています（平成 24 年 3 月時点）。 

 

表 都市計画道路の整備状況 

都市計画道路の整備状況 

路線数 
都市計画決定

延長（Km） 

決定延長の内訳（Km）および率（％） 

整備済区間 未整備区間 

改良済区間 概成済区間 事業中区間 未着手区間

22 
50.9 ㎞ 23.1 ㎞ 6.7 ㎞ 3.3 ㎞ 17.8 ㎞

100.0% % 45.3% % 13.2% % 6.4% % 35.0% %

※ 平成 24 年 3 月時点   

22 路線のうち、「概成済」を含む路線は 10 路線、「現道あり未整備」を含む路線は

15 路線となっています（重複を含む）。 

 

表 都市計画道路の整備状況（路線別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １５

① 路線名　国道246号大和厚木バイパス線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 38 年 1 月 22 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ ％

【路線位置図】

【現況】
国道246号大和厚木バイパス線は延長2,620m全てが整備済みである。
日常的な通勤移動や買い物移動、また、企業の物流や業務交通の円滑化を図っており、地域経済の発展と活力向上に資するた
めの広域幹線道路ネットワークである。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

2,620 0 0 0 100.0 ％ 100.0

2,620 22 4

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

（１/３）

3 ・3・1 路線名 国道246号大和厚木バイパス線
当初決定 最終変更

 



 １６

 
② 路線名　広野大塚線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 44 年 3 月 31 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

（１/３）

3 ・3・2 路線名 広野大塚線
当初決定 最終変更

4,510 22 4

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

0 0 0 4,510 0.0 ％ 0.0 ％

【路線位置図】

【現況】
広野大塚線は延長4,510m全てが未整備となっている。
神奈川県・綾瀬市・海老名市・相模原市の動向を確認しながら継続的に調整する。市レベルを超えた広域的な幹線道路である。
本市全体として、当初決定時点に比べ都市計画道路周辺の土地利用が進んできており、事業の困難性を高めている。
沿道型用途地域が決定されている。（距離界による第1種住居、準住居）



 １７

③ 路線名　相模原座間線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

（１/３）

3 ・4・1 路線名 相模原座間線
当初決定 最終変更

1,550 18 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

190 0 0 1,360 12.3 ％ 12.3 ％

【路線位置図】

【現況】
相模原座間線は延長1,550mのうち改良済190m、事業中0m、概成済0m、未整備1,360mである。
改良済率、概成済みを含めた改良済率が12.3%である。
沿道型用途地域が決定されている。（距離界による主に近隣商業、第2種住居）
現況は、機能を補完する現道であるが、市内外の広域ネットワークの状況を踏まえた検討が必要である。
現道が主要地方道藤沢座間厚木線・相模原茅ヶ崎線・町田田厚木線（県道42号・県道46号・県道51号）の重複路線であり、事
業者が神奈川県となることが考えられるが、事業者の優先順位や、財政面から着手の予定がない。

 



 １８

④ 路線名　相武台入谷線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ ％

【路線位置図】

【現況】
相武台入谷線は延長4,050mのうち改良済3,230m、事業中0m、概成済0m、未整備820mである。
改良済率が79.8%で、概成済みを含めた改良済率が79.8%である。
沿道型用途地域が決定されている。（距離界による主に第1種住居、第2種住居）
現道が主要地方道相模原茅ヶ崎線・町田厚木線（県道46号・県道51号）の重複区間であり、事業者が神奈川県となることが考え
られるが、事業者の優先順位や、財政面から着手の予定がない。
隣接の海老名市都市計画道路の動向を確認しながら継続的に調整する必要がある。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

3,230 0 0 820 79.8 ％ 79.8

4,050 18 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

（１/３）

3 ・4・2 路線名 相武台入谷線
当初決定 最終変更

 



 １９

⑤ 路線名　相模原二ツ塚線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 平成 5 年 4 月 9 日

ｍ ｍ ｍ ｍ ％

【路線位置図】

【現況】
相模原二ツ塚線は延長3,880mのうち改良済264m、事業中1,622m、概成済0m、未整備1,994mである。
改良済率が6.8%で、概成済みを含めた改良済率が6.8%である。・現道が相模原市、大和市、座間市の３市の行政界にまたがり、
現在整備中の区間に引き続き、県に事業を要請している。
未整備区間では、都市計画法第53条許可をされた建築物が多くある。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

264 1,622 0 1,994 6.8 ％ 6.8

3,880 16 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

（１/３）

3 ・4・3 路線名 相模原二ツ塚線
当初決定 最終変更

 



 ２０

 
⑥ 路線名　座間大和線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ ％

【路線位置図】

【現況】
座間大和線は延長1,840mのうち改良済810m、事業中0m、概成済630m、未整備400mである。
改良済率が44.0%で、概成済みを含めた改良済率が78.3%である。
主要地方道座間大和線（県道50号）は近隣都市を繋ぐ地域間連絡道路として,通勤や通学、物流、業務などをスムーズな移動を
可能とし、生活圏や商圏の拡大に貢献しており、隣接する都市との連携強化と、緊急交通網の確立を図っている。
都市計画道路広野大塚線との合流部の構造的な問題がある。
未整備区間の整備については、事業者が神奈川県となることが考えられるが、事業者の優先順位や財政面から着手の予定が
ない。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

810 0 630 400 44.0 ％ 78.3

1,840 16 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

（１/３）

3 ・4・4 路線名 座間大和線
当初決定 最終変更



 ２１

⑦ 路線名　座間南林間線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 平成 1 年 10 月 20 日

ｍ ｍ ｍ ｍ ％

【路線位置図】

【現況】
座間南林間線は延長5,880mのうち改良済4,300m、事業中400m、概成済0m、未整備1,180mである。
改良済率が73.1%で、概成済みを含めた改良済率が73.1%である。
さがみ縦貫道路の完成を見据えた、市の東西軸を担う幹線道路である。
沿道型用途地域が決定されている。（距離界による主に第1種住居）
第四次座間市総合計画戦略プロジェクト７として、「まちづくりの骨格である東西軸として座間南林間線を整備」と掲げている。
座間市緑の基本計画　緑の東西中心軸の形成（3・4・5都市計画道路）の緑化を推進する。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

4,300 400 0 1,180 73.1 ％ 73.1

5,880 16 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

（１/３）

3 ・4・5 路線名 座間南林間線
当初決定 最終変更

 



 ２２

⑧ 路線名　町田厚木線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ ％

【路線位置図】

【現況】
町田厚木線は延長4,000mのうち改良済660m、事業中690m、概成済2,230m、未整備420mである。
改良済率が16.5%で、概成済みを含めた改良済率が72.3%である。
主要地方道町田厚木線（県道51号）は近隣都市を繋ぐ地域間連絡道路として,通勤や通学、物流、業務などをスムーズな移動を
可能とし、生活圏や商圏の拡大に貢献しており、隣接する都市との連携強化と、緊急交通網の確立を図っている。
未整備区間の整備については、事業者が神奈川県となることが考えられるが、事業者の優先順位や財政面から着手の予定が
ない。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

660 690 2,230 420 16.5 ％ 72.3

4,000 15 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

（１/３）

3 ・5・1 路線名 町田厚木線
当初決定 最終変更

 



 ２３

⑨ 路線名　座間大野線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 38 年 1 月 22 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ ％

【路線位置図】

【現況】
座間大野線は延長120m全てが現道あり未整備となっている。
本市の区域では延長120ｍとなっているが、隣接の相模原市都市計画道路と接続しており、その路線の整備予定は今のところな
い。
本市は現況現道で問題はなく、相模原市都市計画道路の整備がされなければ効果がない。相模原市の動向を確認しながら継
続的に調整する。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

0 0 0 120 0.0 ％ 0.0

120 12 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

（１/３）

当初決定 最終変更

座間大野線3 ・5・3 路線名 



 ２４

⑩ 路線名　緑ヶ丘大塚線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 55 年 12 月 12 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

（１/３）

当初決定 最終変更

4,000 12 2

3 ・5・4 路線名 緑ヶ丘大塚線

77.5 ％

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

20

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

99.5 ％

【路線位置図】

3,100 0 880

【現況】
緑ヶ丘大塚線は延長4,000mのうち改良済3,100m、事業中0m、概成済880m、未整備20mである。
改良済率が77.5%で、概成済みを含めた改良済率が99.5%である。
沿道型用途地域が決定されている。（距離界による主に第1種住居）
地域内幹線道路であり、市内の主要施設や交通結節点、災害時避難所などへのアクセス、また、生活移動の骨格形成を図る路
線である。
一部未整備区間において、小田急線と都市計画道路緑ヶ丘林間線が近接しており、立体交差となっている。立体交差について
は、費用及び都市計画道路緑ヶ丘林間線の整備目途が立たないため、現在のところ、暫定整備を行っている。
一部の区間において、主要地方道藤沢座間厚木線（県道42号）の重複路線である。

 



 ２５

⑪ 路線名　南広野東原線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 38 年 1 月 22 日 平成 3 年 11 月 20 日

ｍ ｍ ｍ ｍ ％

【路線位置図】

【現況】
南広野東原線は延長3,130m全てが整備済みである。
本市の南北軸を縦貫する地域内幹線道路であり、市内の主要施設や交通結節点、災害時避難所などへのアクセス、また、生活
移動の骨格形成を図る路線であり、整備済み路線である。
施策として、市内の自転車ネットワークを形成する路線として自転車走行空間の創出を図る路線である。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

3,130 0 0 0 100.0 ％ 100.0

3,130 12 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

（１/３）

3 ・5・5 路線名 南広野東原線
当初決定 最終変更

 

 

 

 



 ２６

⑫ 路線名　東原ひばりヶ丘線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 38 年 1 月 22 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

（１/３）

当初決定 最終変更

90 504 36.1 ％ 45.8

930 12 2

改良済
（B）

事業中
（C）

【路線位置図】

概成済
（D）

【現況】
東原ひばりヶ丘線は延長930mのうち改良済336m、事業中0m、概成済90m、未整備504mである。
改良済率が36.1%で、概成済みを含めた改良済率が45.8%である。
3・5・5南広野東原線と大和市都市計画道路とを接続する路線である。
当該路線は一部市指定の緊急輸送路に指定されており、地域の防災機能に寄与する。
未整備区間では、都市計画法第53条許可をされた建築物が多くある。
隣接都市計画（大和市）区域と不連続であることから、大和市の動向を確認しながら継続的に調整する。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

336 0

3 ・5・6 路線名 東原ひばりヶ丘線

％

 



 ２７

⑬ 路線名　田中東原線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 61 年 11 月 18 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

3 ・6・1 路線名 田中東原線

％

【現況】
田中東原線は延長2,300mのうち改良済920m、事業中150m、概成済730m、未整備500mである。
改良済率が40.0%で、概成済みを含めた改良済率が71.7%である。
現況は、機能を補完する現道である主要地方道藤沢座間厚木線（県道42号）が大部分を占めている。
鉄道（小田急小田原線）が交差しているため、構造的な問題がある。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

920 150

2,300 11 2

改良済
（B）

事業中
（C）

【路線位置図】

概成済
（D）

（１/３）

当初決定 最終変更

730 500 40.0 ％ 71.7

 



 ２８

⑭ 路線名　杉久保座間線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

3 ・6・2 路線名 杉久保座間線

％

【現況】
杉久保座間線は延長1,510mのうち改良済0m、事業中0m、概成済1,140m、未整備370mである。
改良済率が0.0%で、概成済みを含めた改良済率が75.5%である。
沿道型用途地域が決定されている。（距離界による主に商業・近隣商業・第1種住居）
現況は、機能を保管する現道である県道407号（杉久保座間線）が大部分を占めている。市内外の広域ネットワークの状況を踏ま
えた検討が必要である。
隣接の海老名市との行政境より先の整備も進んでいない。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

0 0

1,510 11 2

改良済
（B）

事業中
（C）

【路線位置図】

概成済
（D）

（１/３）

当初決定 最終変更

1,140 370 0.0 ％ 75.5

 



 ２９

⑮ 路線名　蟹ヶ沢線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

（１/３）

当初決定 最終変更

0 47 47.8 ％ 47.8

90 11 2

改良済
（B）

事業中
（C）

【路線位置図】

概成済
（D）

【現況】
蟹ヶ沢線は延長90mのうち改良済43m、事業中0m、概成済0m、未整備47mである。
改良済率が47.8%で、概成済みを含めた改良済率が47.8%である。
駅前空間の貴重な道路であり、幹線道路へと繋ぐ都市計画道路であるが、幹線道路と鉄道踏切との距離が短い区間であるた
め、構造的な問題がある。
駅前広場は社有地（小田急電鉄用地）のため改良が困難である。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

43 0

3 ・6・3 路線名 蟹ヶ沢線

％

 



 ３０

⑯ 路線名　座間天台線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ ％

【路線位置図】

【現況】
座間天台線は延長3,100mのうち改良済1,160m、事業中0m、概成済350m、未整備1,590mである。
改良済率が37.4%で、概成済みを含めた改良済率が48.7%である。
現況道路は、地域拠点（座間駅）にアクセス機能する市の幹線道路である。
未整備区間に文化財（横穴式古墳）がある。
部分的に機能を保管する現道ではあるが、市内外の広域ネットワークの状況を踏まえた検討が必要である。
未整備区間については、部分的に沿道型用途地域が決定されている。（距離界による第1種住居と第2種住居、第1種中高層）
未整備区間では、都市計画法第53条許可をされた建築物が多くある。
隣接の相模原市との行政境より先の整備も進んでいない。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

1,160 0 350 1,590 37.4 ％ 48.7

3,100 11 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

（１/３）

当初決定 最終変更

3 ・6・4 路線名 座間天台線
 



 ３１

⑰ 路線名　緑ヶ丘林間線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

3 ・6・5 路線名 緑ヶ丘林間線

【現況】
緑ヶ丘林間線は延長2,860mのうち改良済0m、事業中407m、概成済173m、未整備2,280mである。
改良済率が0.0%で、概成済みを含めた改良済率が6.0.%である。
現況道路は、地域拠点（相武台前駅）にアクセス機能する道路である。
部分的に機能を保管する現道ではあるが、市内外の広域ネットワークの状況を踏まえた検討が必要である。
起点が、都市計画道路緑ヶ丘大塚線であり、路線途中の都市計画道路広野大塚線や座間大和線の近接した交差点がある。こ
れらの事業計画や交差方法と併せて検討が必要である。
隣接の相模原市との行政境より先の整備も進んでいない。
当該路線は、比較的建物密度の高い地区を通過する計画道路であるため、都市計画法第53条許可の建築物が多く、現道のな
い区間ではほとんどが、許可建物と重複している。
現在、相武台前駅の一部を道路改良中である。（歩行空間の確保や段差の解消により、誰もが安心して安全に利用できる道路
空間の整備を進めている。）

6.0 ％

【路線位置図】

0 407 173 2,280 0.0 ％

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

（１/３）

当初決定 最終変更

2,860 11 2

 



 ３２

⑱ 路線名　中羽根沢線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

（１/３）

当初決定 最終変更

630 11 2

0.0 ％

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

65.1 ％

【路線位置図】

0 0 410 220

【現況】
中羽根沢線は延長630mのうち改良済0m、事業中0m、概成済410m、未整備220mである。
改良済率が0.0%で、概成済みを含めた改良済率が65.1.%である。
生活道路ネットワークとして機能し、歩行者の安全性な通行に資する道路であることから、将来交通需要にも対応できるものと考
えられる。
幅員及び断面構成等については、自動車交通量とのバランスを踏まえた検討が必要である。

3 ・6・6 路線名 中羽根沢線 



 ３３

⑲ 路線名　座間駅三峰線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

（１/３）

当初決定 最終変更

490 11 2

0.0 ％

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

20.4 ％

【路線位置図】

0 0 100 390

【現況】
座間駅三峰線は延長490mのうち改良済0m、事業中0m、概成済100m、未整備390mである。
改良済率が0.0%で、概成済みを含めた改良済率が20.4.%である。
現況道路は、地域拠点（座間駅）にアクセス機能する道路であり、かなりの交通機能が補完されている。
幅員及び断面構成等については、自動車交通量とのバランスを踏まえた検討が必要である。

3 ・6・7 路線名 座間駅三峰線 



 ３４

⑳ 路線名　田中相武台下線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

3 ・6・8 路線名 田中相武台下線

【現況】
田中相武台下線は延長1,100mのうち改良済0m、事業中0m、概成済0m、未整備1,100mである。
改良済率が0.0%で、概成済みを含めた改良済率が0.0.%である。
地域拠点としては位置づけられていないが、ＪＲ相模線（相武台下駅）へのアクセス機能を有する道路ある。
当該道路は居住環境の外郭を形成する道路として通過交通対策に寄与する。
都市計画法第53条許可をされた建築物が多くある。
隣接する相模原市都市計画道路の動向を確認しながら継続的に調整する必要がある。

0.0 ％

【路線位置図】

0 0 0 1,100 0.0 ％

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

（１/３）

当初決定 最終変更

1,100 11 2

 



 ３５

㉑ 路線名　相模台中央線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ

（１/３）

3 ・6・9 路線名 相模台中央線
当初決定 最終変更

670 8 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

670 0 0 0 100.0 ％ 100.0 ％

【路線位置図】

【現況】
相模台中央線は延長670mのうち改良済670m全てが整備済みである。
地域拠点（小田急相模原駅）にアクセス機能や防災拠点（避難所）などの主要な施設周辺の交通を円滑に処理する道路である。

 



 ３６

㉒ 路線名　相武台栗原線

延長（A） 代表幅員 車線数

ｍ ｍ 車線 昭和 31 年 1 月 27 日 昭和 51 年 4 月 13 日

ｍ ｍ ｍ ｍ ％

【路線位置図】

【現況】
相武台栗原線は延長1,620mのうち改良済1,620m全てが整備済みである。
地域拠点（相武台前駅）にアクセス機能する地区内道路である。

未整備
（E）

改良済率
（B/A)

概成済みを含めた改良済率
（（B+D）/A)

1,620 0 0 0 100.0 ％ 100.0

1,620 11 2

改良済
（B）

事業中
（C）

概成済
（D）

（１/３）

3 ・6・10 路線名 相武台栗原線
当初決定 最終変更



 ３７

路　線　名 交通量観測地点地名

(km) （台） （台） （台）

246 一般国道２４６号 2 座間市ひばりが丘3-61 39474 20987 60461 1.43
246 一般国道２４６号 0.6 座間市ひばりが丘3-61 39474 20987 60461 1.43
246 一般国道２４６号 2.1 座間市ひばりが丘3-61 39474 20987 60461 1.55
246 一般国道２４６号 1.1 座間市西栗原2-12 48995 21190 70185 0.90
246 一般国道２４６号 1.2 座間市西栗原2-12 48995 21190 70185 0.90
42 藤沢座間厚木 1.3 座間市さがみ野３－１ 9074 1916 10990 0.77
42 藤沢座間厚木 0.1 座間市さがみ野３－１ 9074 1916 10990 0.85
42 藤沢座間厚木 0.6 座間市さがみ野３－１ 9074 1916 10990 1.05
42 藤沢座間厚木 0.8 座間市南栗原１丁目１３－１１ 9975 1659 11634 1.19
42 藤沢座間厚木 0.4 座間市南栗原１丁目１３－１１ 9975 1659 11634 1.19
42 藤沢座間厚木 0.1 座間市南栗原１丁目１３－１１ 9975 1659 11634 1.19
42 藤沢座間厚木 1.7 座間市南栗原１丁目１３－１１ 9975 1659 11634 1.19
42 藤沢座間厚木 0.3 座間市南栗原１丁目１３－１１ 9975 1659 11634 1.19
42 藤沢座間厚木 0.4 座間市南栗原１丁目１３－１１ 9975 1659 11634 1.19
46 相模原茅ヶ崎 4.2 座間市座間1-3328 13200 2883 16083 1.01
50 座間大和 1.8 座間市相模が丘６-３６ 16943 3678 20621 1.53
50 座間大和 3 座間市相模が丘６-３６ 16943 3678 20621 1.44
51 町田厚木 2.7 座間市相模が丘1-26 14930 1846 16776 0.89
51 町田厚木 1.8 座間市相武台１丁目４７６１　 16442 2773 19215 0.94
51 町田厚木 1.5 座間市相武台１丁目４７６１　 16442 2773 19215 0.94
51 町田厚木 0.4 座間市相武台１丁目４７６１　 16442 2773 19215 0.94

407 杉久保座間 2.3 座間市入谷１９７７ 8846 1120 9966 1.27
407 杉久保座間 1.2 座間市入谷１９７７ 8846 1120 9966 0.97
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Ⅱ章．都市計画道路評価カルテの作成 
 

１．現況と将来動向 

（１）現況及び将来交通量の把握 

Ｈ22道路交通センサスでは、一般国道246号と座間大和線において混雑度が約1.5

とやや高くなっていますが、その他の路線においては大きな混雑は発生していませ

ん。 

 

表 道路交通センサスにおける座間市の混雑度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）平成 22 年度道路交通センサス 



 ３８

図 道路交通センサスにおける座間市の混雑度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年度パーソントリップ調査では、おおよそ 20 年後の自動車発生集中量が

約 1.14 倍増加すると予測されます。 

 

図 パーソントリップ調査における座間市の発生集中量 
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出典）東京都市圏パーソントリップ調査結果 

出典）平成 22 年度道路交通センサス 

42 藤沢座間厚木線

51 町田厚木線 

407 杉久保座間線

50 座間大和線 

246 一般国道 246 号

混雑度凡例 
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（２）関連計画の整理 

■かながわのみちづくり計画 

 

かながわのみちづくり計画は、神奈川県の交通政策に関する部門別計画である「か

ながわ交通計画」を支え、2007（平成 19）年度から、2016（平成 26）年度までを計

画期間とする、道路部門の実施計画です。 

座間市においては、3・3・2広野大塚線、3・4・3相模原二ツ塚線、3・4・5座間

南林間線、3・5・1町田厚木線の４路線が位置づけられています。 

 

図 かながわのみちづくり計画で位置づけられている路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）改定・かながわのみちづくり計画 平成 24 年３月改定Ｐ.10～12 より抜粋 

3・3・2広野大塚線

3・5・1町田厚木線

3・4・3相模原二ツ塚線

3・4・5座間南林間線
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表 かながわのみちづくり計画で位置づけられている路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
番号 路線名 

幅員 

（ｍ） 

計画延長 

（ｍ） 

 

3・3・2 広野大塚線 22 4,510 

3・4・3 相模原二ツ塚線 16 3,880 

3・4・5 座間南林間線 16 5,880 

 3・5・1 町田厚木線 15 4,000 



 ４１

3･3･1

3･3･2

3･4･1 

3･4･2 

3･4･3 3･4･4

3･4･5 

3･5･1

3･5･4

3･5･5 

3･6･1

3･6･5

■座間都市計画 整備、開発及び保全の方針 

 

座間都市計画 整備、開発及び保全の方針では、相模川河岸段丘上にある緑の軸

を骨組みとして環境の質を保持し、「活力」と「やすらぎ」が調和した座間を将来像

として、新しい都市機能と自然・歴史・文化が共存したまちづくりを目指していま

す。 

座間市においては、3・3・1国道 246 号、3・3・2広野大塚線、3・4・1相模原座

間線、3・4・2 相武台入谷線、3・4・3 相模原二ツ塚線、3・4・4座間大和線、3・4・

5座間南林間線、3・5・1町田厚木線、3・5・4緑ヶ丘大塚線、3・5・5南広野東原

線、3・6・1 田中東原線、3・6・5 緑ヶ丘林間線の 12 路線が位置づけられています。 

 

図 座間都市計画 整備、開発及び保全の方針で位置づけられている主要な道路の配置方針 
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表 整備、開発及び保全の方針で位置づけられている主要な道路の配置方針 

※ 網掛けは整備済み路線 

※Ｗ＝12ｍ以下は、自転車走行環境の創出に課題が生じる（巻末「参考資料」参照） 

 

 

 

 

番号 路線名 
幅員 

（ｍ） 

計画延長

（ｍ） 

整備、開発及び保全の方針 

 

主要幹線 

道路 
幹線道路 

おおむね 10 年

以内での重点整

備路線 

1 3・3・1 
国道 246 号 

大和厚木バイパス線 
22 2,620 ○ ― ― 

2 3・3・2 広野大塚線 22 4,510 ○ ― ○ 

3 3・4・1 相模原座間線 18 1,550 ○ ― ― 

4 3・4・2 相武台入谷線 18 4,050 ○ ― ― 

5 3・4・3 相模原二ツ塚線 16 3,880 ― ○ ○ 

6 3・4・4 座間大和線 16 1,840 ○ ― ― 

7 3・4・5 座間南林間線 16 5,880 ○ ― ○ 

8 3・5・1 町田厚木線 15 4,000 ○ ― ○ 

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12 4,000 ― ○ ― 

11 3・5・5 南広野東原線 12 3,130 ― ○ ― 

13 3・6・1 田中東原線 11 2,300 ― ○ ― 

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11 2,860 ― ○ ○ 
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■座間市都市計画マスタープラン 

 

広域的な都市間の交通機能を担う主要な幹線道路としての「広域都市連携軸」と、

主に市内の主要施設や地域拠点への移動に重要な役割を果たす幹線道路としての

「生活軸」が位置づけらています。 

 

図 都市計画マスタープランで位置づけられている広域幹線軸と生活軸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）座間市都市計画マスタープラン 平成 24 年３月 Ｐ.29 
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広域都市
連携軸

生活軸

1 3・3・1
国道246号
大和厚木バイパス線

22 2,620 ○ ―

2 3・3・2 広野大塚線 22 4,510 ○ ―

3 3・4・1 相模原座間線 18 1,550 ○ ―

4 3・4・2 相武台入谷線 18 4,050 ○ ―

5 3・4・3 相模原二ツ塚線 16 3,880 ○ ―

6 3・4・4 座間大和線 16 1,840 ○ ―

7 3・4・5 座間南林間線 16 5,880 ○ ―

8 3・5・1 町田厚木線 15 4,000 ○ ―

9 3・5・3 座間大野線 12 120 ― ○

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12 4,000 ― ○

11 3・5・5 南広野東原線 12 3,130 ― ○

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12 930 ― ○

13 3・6・1 田中東原線 11 2,300 ― ○

14 3・6・2 杉久保座間線 11 1,510 ― ○

15 3・6・3 蟹ケ沢線 11 90 ― ○

16 3・6・4 座間天台線 11 3,100 ― ○

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11 2,860 ― ○

18 3・6・6 中羽根沢線 11 630 ― ○

19 3・6・7 座間駅三峰線 11 490 ― ○

20 3・6・8 田中相武台下線 11 1,100 ― ○

21 3・6・9 相模台中央線 8 670 ― ○

22 3・6・10 相武台栗原線 8～11 1,620 ― ○

座間市都市
マスタープラン

番号 路線名
幅員
（ｍ）

計画延長
（ｍ）

表 都市計画マスタープランで位置づけられている路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 網掛けは整備済み路線 
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（３）整備状況図 
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２．見直し対象路線 

（１）上位計画の路線の概要 

「かながわのみちづくり計画」、「整備、開発及び保全の方針」、「座間市都市マス

タープラン」で位置づけられている路線について、位置づけ、現況の状況、検討経

緯等について整理を行いました。 
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表 かながわのみちづくり計画で位置づけられている路線の概要 

 

 

番号 路線名 
幅員 

（ｍ） 

計画 

延長 

（ｍ） 

位置づけ・現況状況・検討経緯 

 

2 3・3・2 広野大塚線 22 4,510 

・神奈川県・綾瀬市・海老名市・相模原市の動向

を確認しながら継続的に調整する。市レベルを

超えた広域的な幹線道路である。 

・本市全体として、当初決定時点に比べ都市計

画道路周辺の土地利用が進んできており、事

業の困難性を高めている。 

・沿道型用途地域が決定されている。（距離界に

よる第 1 種住居、準住居） 

・過去、住民地権者と調整を行った経緯がある。 

5 3・4・3 相模原二ツ塚線 16 3,880 

・現道が相模原市、大和市、座間市の３市の行

政界にまたがり、現在整備中の区間に引き続

き、県に事業を要請している。 

・未整備区間では、都市計画法第 53 条許可をさ

れた建築物が多くある。 

・現在整備中の区間では、住民地権者との調整

を行っている。 

7 3・4・5 座間南林間線 16 5,880 

・さがみ縦貫道路の完成を見据えた、市の東西

軸を担う幹線道路である。 

・沿道型用途地域が決定されている。（距離界に

よる主に第 1 種住居） 

・第四次座間市総合計画戦略プロジェクト７とし

て、「まちづくりの骨格である東西軸として座間

南林間線を整備します。」と掲げている。 

・座間市緑の基本計画 緑の東西中心軸の形成

（3・4・5 都市計画道路）の緑化を推進する。 

8 3・5・1 町田厚木線 15 4,000 

・主要地方道町田厚木線（県道 51 号）は近隣都

市を繋ぐ地域間連絡道路として,通勤や通学、

物流、業務などをスムーズな移動を可能とし、

生活圏や商圏の拡大に貢献しており、隣接する

都市との連携強化と、緊急交通網の確立を図っ

ている。 

・未整備区間の整備については、事業者が神奈

川県となることが考えられるが、事業者の優先

順位や財政面から着手の予定がない。 
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表 整備、開発及び保全の方針で位置づけられている路線の概要（１／３） 

※ 網掛けはかながわのみちづくり計画と位置づけが重複する路線 

 

番号 路線名 
幅員 

（ｍ） 

計画 

延長 

（ｍ） 

位置づけ・現況状況・検討経緯 

 

1 3・3・1 
国道 246 号 

大和厚木バイパス線 
22 2,620 

・整備済み路線である。 

・日常的な通勤移動や買い物移動、また、企業

の物流や業務交通の円滑化を図っており、地域

経済の発展と活力向上に資するための広域幹

線道路ネットワークである。 

2 3・3・2 広野大塚線 22 4,510 
「かながわのみちづくり計画で位置づけられてい

る路線の概要」参照 

3 3・4・1 相模原座間線 18 1,550 

・沿道型用途地域が決定されている。（距離界に

よる主に近隣商業、第 2 種住居） 

・現況は、機能を補完する現道であるが、市内外

の広域ネットワークの状況を踏まえた検討が必

要である。 

・現道が主要地方道藤沢座間厚木線・相模原茅

ヶ崎線・町田田厚木線（県道 42 号・県道 46 号・

県道 51 号）の重複路線であり、事業者が神奈

川県となることが考えられるが、事業者の優先

順位や、財政面から着手の予定がない。 

4 3・4・2 相武台入谷線 18 4,050 

・沿道型用途地域が決定されている。（距離界に

よる主に第 1 種住居、第 2 種住居） 

・現道が主要地方道相模原茅ヶ崎線・町田厚木

線（県道 46 号・県道 51 号）の重複区間であり、

事業者が神奈川県となることが考えられるが、

事業者の優先順位や、財政面から着手の予定

がない。 

・隣接の海老名市都市計画道路の動向を確認し

ながら継続的に調整する必要がある。 

5 3・4・3 相模原二ツ塚線 16 3,880 
「かながわのみちづくり計画で位置づけられてい

る路線の概要」参照 



 ４９

表 整備、開発及び保全の方針で位置づけられている路線の概要（２／３） 

※ 網掛けはかながわのみちづくり計画と位置づけが重複する路線 

 

 

番号 路線名 
幅員 

（ｍ） 

計画 

延長 

（ｍ） 

位置づけ・現況状況・検討経緯 

 

6 3・4・4 座間大和線 16 1,840 

・主要地方道座間大和線（県道 50 号）は近隣都

市を繋ぐ地域間連絡道路として,通勤や通学、

物流、業務などをスムーズな移動を可能とし、

生活圏や商圏の拡大に貢献しており、隣接する

都市との連携強化と、緊急交通網の確立を図っ

ている。 

・都市計画道路広野大塚線との合流部の構造的

な問題がある。 

・ 未整備区間の整備については、事業者が神奈

川県となることが考えられるが、事業者の優先

順位や財政面から着手の予定がない。 

7 3・4・5 座間南林間線 16 5,880 
「かながわのみちづくり計画で位置づけられてい

る路線の概要」参照 

8 3・5・1 町田厚木線 15 4,000 
「かながわのみちづくり計画で位置づけられてい

る路線の概要」参照 

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12 4,000 

・沿道型用途地域が決定されている。（距離界に

よる主に第 1 種住居） 

・地域内幹線道路であり、市内の主要施設や交

通結節点、災害時避難所などへのアクセス、ま

た、生活移動の骨格形成を図る路線である。 

・一部未整備区間において、小田急線と都市計

画道路緑ヶ丘林間線が近接しており、立体交差

となっている。立体交差については、費用及び

都市計画道路緑ヶ丘林間線の整備目途が立た

ないため、現在のところ、暫定整備を行ってい

る。 

・一部の区間において、主要地方道藤沢座間厚

木線（県道 42 号）の重複路線である。 
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表 整備、開発及び保全の方針で位置づけられている路線の概要（３／３） 

 

 

番号 路線名 
幅員 

（ｍ） 

計画 

延長 

（ｍ） 

位置づけ・現況状況・検討経緯 

 

11 3・5・5 南広野東原線 12 3,130 

・本市の南北軸を縦貫する地域内幹線道路であ

り、市内の主要施設や交通結節点、災害時避

難所などへのアクセス、また、生活移動の骨格

形成を図る路線であり、整備済み路線である。 

・施策として、市内の自転車ネットワークを形成す

る路線として自転車走行空間の創出を図る路

線である。 

13 3・6・1 田中東原線 11 2,300 

・現況は、機能を補完する現道である主要地方

道藤沢座間厚木線（県道 42 号）が大部分を占

めている。 

・鉄道（小田急小田原線）が交差しているため、

構造的な問題がある。 

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11 2,860 

・現況道路は、地域拠点（相武台前駅）にアクセ

ス機能する道路である。 

・部分的に機能を保管する現道ではあるが、市

内外の広域ネットワークの状況を踏まえた検討

が必要である。 

・起点が、都市計画道路緑ヶ丘大塚線であり、路

線途中の都市計画道路広野大塚線や座間大

和線の近接した交差点がある。これらの事業計

画や交差方法と併せて検討が必要である。 

・隣接の相模原市との行政境より先の整備も進

んでいない。 

・当該路線は、比較的建物密度の高い地区を通

過する計画道路であるため、都市計画法第 53

条許可の建築物が多く、現道のない区間では

ほとんどが、許可建物と重複している。 

・現在、相武台前駅の一部を道路改良中である。

（歩行空間の確保や段差の解消により、誰もが

安心して安全に利用できる道路空間の整備を

進めている。） 
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表 都市計画マスタープランで位置づけられている路線の概要（１／３） 

※ 「かながわのみちづくり計画」、及び「整備、開発及び保全の方針」で位置づけられている路線

は除く 

 

 

番号 路線名 
幅員 

（ｍ） 

計画 

延長 

（ｍ） 

位置づけ・現況状況・検討経緯 

 

9 3・5・3 座間大野線 

12 120

・本市の区域では延長 120ｍとなっているが、隣

接の相模原市都市計画道路と接続しており、そ

の路線の整備予定は今のところない。 

・本市は現況現道で問題はなく、相模原市都市

計画道路の整備がされなければ効果がない。

相模原市の動向を確認しながら継続的に調整

する。 

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 

12 930

・3・5・5 南広野東原線と大和市都市計画道路と

を接続する路線である。 

・当該路線は一部市指定の緊急輸送路に指定さ

れており、地域の防災機能に寄与することか

ら、「存続」の方向で考える。 

・未整備区間では、都市計画法第 53 条許可をさ

れた建築物が多くある。 

・隣接都市計画（大和市）区域と不連続であるこ

とから、大和市の動向を確認しながら継続的に

調整する。 

14 3・6・2 杉久保座間線 

11 1,510

・沿道型用途地域が決定されている。（距離界に

よる主に商業・近隣商業・第 1 種住居） 

・現況は、機能を保管する現道である県道 407 号

（杉久保座間線）が大部分を占めている。市内

外の広域ネットワークの状況を踏まえた検討が

必要である。 

・隣接の海老名市との行政境より先の整備も進

んでいない。 

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 

11 90

・駅前空間の貴重な道路であり、幹線道路へと繋

ぐ都市計画道路であるが、幹線道路と鉄道踏

切との距離が短い区間であるため、構造的な問

題がある。 

・駅前広場は社有地（小田急電鉄用地）のため改

良が困難である。 
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表 都市計画マスタープランで位置づけられている路線の概要（２／３） 

※ 「かながわのみちづくり計画」、及び「整備、開発及び保全の方針」で位置づけられている路線

は除く 

 

 

 

番号 路線名 
幅員 

（ｍ） 

計画 

延長 

（ｍ） 

位置づけ・現況状況・検討経緯 

 

16 3・6・4 座間天台線 

11 3,100

・現況道路は、地域拠点（座間駅）にアクセス機

能する市の幹線道路である。 

・未整備区間に文化財（横穴式古墳）がある。 

・部分的に機能を保管する現道ではあるが、市

内外の広域ネットワークの状況を踏まえた検討

が必要である。 

・未整備区間については、部分的に沿道型用途

地域が決定されている。 

（距離界による第 1 種住居と第 2 種住居、第 1 種

中高層） 

・未整備区間では、都市計画法第 53 条許可をさ

れた建築物が多くある。 

・隣接の相模原市との行政境より先の整備も進

んでいない。 

18 3・6・6 中羽根沢線 

11 630

・生活道路ネットワークとして機能し、歩行者の安

全性な通行に資する道路であることから、将来

交通需要にも対応できるものと考えられる。 

・幅員及び断面構成等については、自動車交通

量とのバランスを踏まえた検討が必要である。 

19 3・6・7 座間駅三峰線 

11 490

・現況道路は、地域拠点（座間駅）にアクセス機

能する道路であり、かなりの交通機能が補完さ

れている。 

・幅員及び断面構成等については、自動車交通

量とのバランスを踏まえた検討が必要である。 
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表 都市計画マスタープランで位置づけられている路線の概要（３／３） 

※ 「かながわのみちづくり計画」、及び「整備、開発及び保全の方針」で位置づけられている路線

は除く 

 

 

 

 

 

 

番号 路線名 
幅員 

（ｍ） 

計画 

延長 

（ｍ） 

位置づけ・現況状況・検討経緯 

 

20 3・6・8 田中相武台下線 

11 1,100

・地域拠点としては位置づけられていないが、ＪＲ

相模線（相武台下駅）へのアクセス機能を有す

る道路ある。 

・当該道路は居住環境の外郭を形成する道路と

して通過交通対策に寄与する。 

・都市計画法第 53 条許可をされた建築物が多く

ある。 

・隣接する相模原市都市計画道路の動向を確認

しながら継続的に調整する必要がある。 

21 3・6・9 相模台中央線 

8 670

・幅員 8ｍ道路整備済みとなっている。 

・地域拠点（小田急相模原駅）にアクセス機能や

防災拠点（避難所）などの主要な施設周辺の交

通を円滑に処理する道路である。 

22 3・6・10 相武台栗原線 

8～11 1,620

・幅員 8～11ｍ道路整備済みとなっている。 

・地域拠点（相武台前駅）にアクセス機能する地

区内道路である。 
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9 3・5・3 座間大野線 12 120 120 0.0% ― ○ 4 ○

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12 4,000 20 99.5% ○ ― 9～21 ○

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12 930 504 45.8% ○ ○ 4～12 ○

13 3・6・1 田中東原線 11 2,300 500 78.3% ○ ○ 8～11 ○

14 3・6・2 杉久保座間線 11 1,510 370 75.5% ○ ○ 4～11 ○

15 3・6・3 蟹ケ沢線 11 90 47 47.8% ― ○ 11～18 ○

16 3・6・4 座間天台線 11 3,100 1,590 48.7% ○ ○ 7～11 ○

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11 2,860 2,280 20.3% ○ ○ 11 ○

18 3・6・6 中羽根沢線 11 630 220 65.1% ○ ○ 6.8～9.2 ○

19 3・6・7 座間駅三峰線 11 490 390 20.4% ○ ○ 6～11 ○

20 3・6・8 田中相武台下線 11 1,100 1,100 0.0% ― ― ― ○

見直し
対象
路線

概成済を
含む路線

現道あり
未整備を
含む路線

現道
幅員
（ｍ）

整備率※
（％）

番号 路線名
幅員
（ｍ）

計画
延長
（ｍ）

未着手
延長
（ｍ）

（２）見直し対象路線の設定 

■ 原則として、関連計画（上位計画）に位置づけられている路線については、現

行の計画を存続させます 

■ 見直し対象として検討すべき路線は、市の「生活軸」として機能し、「概成済」

や「現道あり未整備」区間を含む路線とします 

 

「かながわのみちづくり計画」、「整備、開発及び保全の方針」、「座間市都市マス

タープラン」で位置づけられている路線（幹線道路）は、県や市の交通ネットワー

クの骨格を形成することから、基本的には見直し対象外とし、現行の計画を存続さ

せます。 

「座間市都市マスタープラン」で位置づけられている生活軸は、市の市街地を結

び、生活圏内のネットワークを形成する路線でとなっています。 

今後、道路の安全性や歩行環境空間の向上を図る上では、生活軸となる路線の整

備を促進して行く必要があります。 

そのため、関連計画に位置づけられている路線を含め、概成済や現道あり未整備

区間を含む都市マスタープランで生活軸として位置づけられている路線を見直し対

象路線とし、整備の方向性を位置づけることとします。（見直しフロー：ステップ１） 

 

見直し対象路線一覧 
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見直し区間図 
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３．必要性の検証及び課題整理 

（１）必要性の検証 

必要性の検証について、以下の項目について検証を行いました。 

（見直しフロー：ステップ２） 

 

（ア）自動車の交通機能 

（イ）歩行者・自転車の交通機能 

（ウ）土地利用との整合 

（エ）まちづくりとの整合 

（オ）市街地形成機能 

（カ）防災機能 

（キ）環境機能 

（ク）他事業との整合 

（ケ）代替機能 
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（ア）自動車の交通機能 

〔検証項目〕 

■ 将来都市構造図に位置づけられている拠点等へのアクセス機能により必要性

を検証します 

■ 通行機能として、道路網の配置構成やネットワーク機能により交通機能を検証

します 

 

自動車の交通機能については、都市マスタープランの将来都市構造図に位置づけ

られている市内の拠点等へのアクセス機能を判断することにより必要性を検証しま

す。 

また、通行機能としては、周辺道路の渋滞緩和や路線バス等の公共交通機関の利

便性向上、商業・業務地での沿道機能等に考慮しながら、道路網の配置構成により

自動車の交通機能を検証します。 

 

 

 



 ５８

②必要性についての検証

（ア）

自動車の交通機能

拠点への
アクセス機能

通行機能・
道路網の配置構成

評価

9 3・5・3 座間大野線 12
相模原市より小田急相模原
駅地域拠点へのアクセス機
能を有する

3・5・1町田厚木線と相模原
市を結ぶ機能を有する

○

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12
中心拠点・緑の拠点へのア
クセス機能を有する

3・5・1町田厚木線と海老名
市を結ぶ機能を有する

○

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12 なし
3・5・5南広野東原線と3・5・
4緑ヶ丘大塚線、海老名市
を結ぶ機能を有する

○

13 3・6・1 田中東原線 11
中心拠点・緑の拠点へのア
クセス機能を有する

3・3・2広野大塚線と3・5・4
緑ヶ丘大塚線、3・4・1相模
原座間線を結ぶ機能を有す
る

○

14 3・6・2 杉久保座間線 11
座間駅地域拠点・緑の拠点
へのアクセス機能を有する

3・4・5座間南林間線と海老
名市を結ぶ機能を有する

○

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11
相武台前駅地域拠点への
アクセス機能を有する

3・5・1町田厚木線と3・6・5
緑ヶ丘林間線を結ぶ機能を
有する

○

16 3・6・4 座間天台線 11
座間駅地域拠点・歴史・文
化の拠点へのアクセス機能
を有する

3・5・4緑ヶ丘大塚線と相模
原市を結ぶ機能を有する

○

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11
相武台前駅地域拠点への
アクセス機能を有する

3・5・4緑ヶ丘大塚線と相模
原市を結ぶ機能を有する

○

18 3・6・6 中羽根沢線 11 なし

3・6・1田中東原線と3・6・4
座間天台線を結ぶ機能を有
するが、自動車ネットワーク
としての機能は薄い

×

19 3・6・7 座間駅三峰線 11
座間駅地域拠点へのアクセ
ス機能を有する

3・6・1田中東原線と3・6・4
座間天台線を結ぶ機能を有
する

○

20 3・6・8 田中相武台下線 11 なし

3・6・1田中東原線と相模原
市を結ぶ機能を有するが、
自動車ネットワークとしての
機能は薄い

×

番号 路線名
計画幅員

（ｍ）

〔自動車の交通機能の検証結果〕 

■ 11 路線中、9路線が自動車の交通機能としての必要性を有します 

 

表 自動車の交通機能についての検証結果 
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図 将来都市構造図における拠点等の配置状況 
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図 路線バスの状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）座間市総合交通計画 
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（イ）歩行者・自転車の交通機能 

〔検証項目〕 

■ 歩行者や自転車の安全・安心な通行に資する道路や生活道路への通過交通の流

入抑制に資する道路、歩行者・自転車の円滑な移動に資する道路としての位置

づけの必要性を検証します 

■ 交通バリアフリー法の重点整備地区内など福祉の観点から、歩行者・自転車の

を交通機能の必要性を検証します 

 

自転車・歩行者の交通機能については、自転車ネットワーク機能や通過交通の流

入抑制、自動車と自転車、歩行者の分離を図り、安全な歩行空間を確保する生活道

路ネットワーク機能に加え、福祉のまちづくり条例や安心歩行エリア、安全で魅力

的な歩行空間の確保により商店街のにぎわいや活性化に寄与するか等も考慮します。 
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〔自転車・歩行者の交通機能の検証結果〕 

■ 11 路線全てが自転車・歩行者の交通機能としての必要性を有します 

 

表 自転車・歩行者の交通機能についての検証結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典）座間市総合交通計画 

 

②必要性についての検証

（イ）

歩行者・自転車の
交通機能

自転車ネットワー
クの位置づけ

生活道路ネット
ワークの位置づけ

交通バリアフリー
法での位置づけ

評価

9 3・5・3 座間大野線 12
自転車ネットワーク
機能を有する

生活道路ネットワー
ク機能を有する

なし ○

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12
自転車ネットワーク
機能を有する

生活道路ネットワー
ク機能を有する

重点整備地区の
特定経路

○

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12
自転車ネットワーク
機能を有する

生活道路ネットワー
ク機能を有する

なし ○

13 3・6・1 田中東原線 11
自転車ネットワーク
機能を有する

生活道路ネットワー
ク機能を有する

なし ○

14 3・6・2 杉久保座間線 11 なし
生活道路ネットワー
ク機能を有する

なし ○

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11 なし
生活道路ネットワー
ク機能を有する

なし ○

16 3・6・4 座間天台線 11 なし
生活道路ネットワー
ク機能を有する

なし ○

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11 なし
生活道路ネットワー
ク機能を有する

重点整備地区の
特定経路

○

18 3・6・6 中羽根沢線 11 なし
生活道路ネットワー
ク機能を有する

なし ○

19 3・6・7 座間駅三峰線 11 なし
生活道路ネットワー
ク機能を有する

なし ○

20 3・6・8 田中相武台下線 11 なし
生活道路ネットワー
ク機能を有する

なし ○

番号 路線名
計画幅員

（ｍ）

※ 
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図 重点整備地区位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）座間市総合交通計画 
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（ウ）土地利用との整合 

〔検証項目〕 

■ 周辺の土地利用の状況や今後の動向を把握し、当該都市計画道路の役割との整

合性の観点から必要性を検証します 

 

土地利用との整合については、対象路線は全て都市計画区域による用途指定がな

されていますが、特に沿道型の用途地域に指定されている場合は、土地利用の状況

や動向に配慮する必要があることから、沿道型用途指定の有無について検証します。 
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②必要性についての検証

（ウ）

土地利用との整合

沿道型用途地域
の指定の有無

評価

9 3・5・3 座間大野線 12 指定なし ×

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12
指定あり

（第1種住居）
○

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12 指定なし ×

13 3・6・1 田中東原線 11 指定なし ×

14 3・6・2 杉久保座間線 11
指定あり

（商業・近隣商業・
第1種住居）

○

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11 指定なし ×

16 3・6・4 座間天台線 11
一部指定あり
（第1種住居）

○

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11 指定なし ×

18 3・6・6 中羽根沢線 11 指定なし ×

19 3・6・7 座間駅三峰線 11 指定なし ×

20 3・6・8 田中相武台下線 11 指定なし ×

番号 路線名
計画幅員

（ｍ）

〔土地利用との整合の検証結果〕 

■ 11 路線中、3路線で沿道型用途指定がされています。 

 

表 土地利用との整合についての検証結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○：沿道型用途地域の指定あり 

×：指定なし 
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（エ）まちづくりとの整合 

〔検証項目〕 

■ 周辺の土地利用の状況や今後の動向を把握し、当該都市計画道路の役割との整

合性の観点から必要性を検証します 

 

まちづくりとの整合については、史跡や文化財などの歴史的・文化的資産、自然

的資産の区域と、都市計画道路との重複状況、地域コミュニティの分断等、都市計

画決定時からの価値観の変化や路線・区間の必要性の変化の観点から、必要性を検

証します。 
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②必要性についての検証

（エ）

まちづくりとの整合

歴史的・文化的・自
然的資産との重複

コミュニティの
分断

評価

9 3・5・3 座間大野線 12 重複なし 住宅地を分断する ×

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12 重複なし 分断なし ○

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12 重複なし 住宅地を分断する ×

13 3・6・1 田中東原線 11
一部、自然的資産（県
立座間谷戸山公園）の
区域に隣接するする

分断なし ×

14 3・6・2 杉久保座間線 11 重複なし 分断なし ○

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11 重複なし 分断なし ○

16 3・6・4 座間天台線 11
歴史・文化の拠点と重

複する
一部区間で

住宅地を分断する
×

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11 重複なし
一部区間で

住宅地を分断する
×

18 3・6・6 中羽根沢線 11 重複なし 分断なし ○

19 3・6・7 座間駅三峰線 11 重複なし 分断なし ○

20 3・6・8 田中相武台下線 11
優良な農地の保全区

域に隣接する
住宅地を分断する ×

番号 路線名
計画幅員

（ｍ）

〔まちづくりとの整合の検証結果〕 

■ 11 路線中、6 路線で歴史的・自然的資産との重複や、地域コミュニティの分断

がありますが、他の路線はまちづくりとの整合が図られています 

 

表 まちづくりとの整合についての検証結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○：歴史的・文化的・自然的資産と重複せず、かつコミュニティを分断しない 

×：上記いずれかと重複、またはコミュニティを分断する 
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（オ）市街地形成機能 

〔検証項目〕 

■ 都市マスタープランにおけるまちづくりの達成の観点から必要性を検証します 

 

市街地形成機能については、都市計画マスタープランに位置づけられた「まちづ

くり」の達成に役立つかを判断することにより、まちづくり目的への寄与（面的整

備改良が必要な区域や保全が必要な市街地の有無）や、まちづくり事業（市街地再

開発事業）との関連性について必要性を検証します。 
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②必要性についての検証

（オ）

市街地形成機能

面的整備改良が必
要な区域の有無

保全が必要な
市街地の有無

市街地再開発事
業との関連性

評価

9 3・5・3 座間大野線 12 なし なし
小田急相模原駅前
西地区のアクセス

機能を有する
○

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12
幹線道路沿道の市街
地形成機能を有する

なし なし ○

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12 なし
住宅密集地の改善
区域を有する

なし ○

13 3・6・1 田中東原線 11
幹線道路沿道の市街
地形成機能を有する

なし なし ○

14 3・6・2 杉久保座間線 11

座間駅地域拠点の商
業地形成機能を有す
る
幹線道路沿道の市街
地形成機能を有する

なし なし ○

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11
相武台前駅地域拠点
の商業地形成機能を
有する

なし なし ○

16 3・6・4 座間天台線 11

座間駅地域拠点の商
業地形成機能を有す
る
幹線道路沿道の市街
地形成機能を有する

歴史的な街並み保
全区域を有する

なし ○

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11
相武台前駅地域拠点
の商業地形成機能を
有する

住宅密集地の改善
区域を有する

なし ○

18 3・6・6 中羽根沢線 11 なし なし なし ×

19 3・6・7 座間駅三峰線 11
座間駅地域拠点の商
業地形成機能を有す
る

なし なし ○

20 3・6・8 田中相武台下線 11 なし
緑豊かな自然と調
和した都市の形成
を有する

なし ×

番号 路線名
計画幅員

（ｍ）

〔市街地形成機能の検証結果〕 

■ 11 路線中、9路線が市街地形成機能としての必要性を有します 

 

表 市街地形成機能についての検証結果 
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図 市街地再開発事業区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）座間市ホームページ 
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（カ）防災機能 

〔検証項目〕 

■ 座間市防災計画における緊急輸送路等の観点から必要性を検証します 

 

防災機能については、「座間市地域防災計画」で指定されている緊急輸送路として

の指定の有無や避難路、広域避難地、消防活動困難地域との配置関係等の観点から、

必要性を検証します。 

 

図 広域避難場所及び緊急輸送路 
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〔防災機能の検証結果〕 

■ 11 路線中、8路線が防災機能としての必要性を有します 

 

表 防災機能についての検証結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典）座間市地域防災計画 

 

②必要性についての検証

（カ）

防災機能

緊急輸送路の
指定の有無

評価

9 3・5・3 座間大野線 12 なし ×

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12
県Ｒ42　緊急輸送路
市Ｒ14･17　緊急輸送路

○

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12
一部、
市Ｒ12　緊急輸送路

○

13 3・6・1 田中東原線 11 県Ｒ42　緊急輸送路 ○

14 3・6・2 杉久保座間線 11 なし ×

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11 市Ｒ5　緊急輸送路 ○

16 3・6・4 座間天台線 11 市Ｒ1　緊急輸送路 ○

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11 市Ｒ5　緊急輸送路 ○

18 3・6・6 中羽根沢線 11 市Ｒ18　緊急輸送路 ○

19 3・6・7 座間駅三峰線 11 市Ｒ53　緊急輸送路 ○

20 3・6・8 田中相武台下線 11 なし ×

番号 路線名
計画幅員

（ｍ）

※ 
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（キ）環境機能 

〔検証項目〕 

■ 交通量負荷や環境負荷低減、緑化の推進等の観点から必要性を検証します 

 

環境機能については、都市計画道路周辺に混雑度の大きい現道があるなど、環境

への負荷が大きい地域においては、現道の交通量低減や環境負荷低減に寄与するか、

また、「緑の基本計画」における緑のネットワークの位置づけられているかという観

点から、必要性を検証します。 
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〔環境機能の検証結果〕 

■ 11 路線中、10 路線が環境機能としての必要性を有します 

 

表 環境機能についての検証結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典）座間市緑の基本計画 

 

 

②必要性についての検証

（キ）

環境機能

交通量低減や環
境負荷低減への

寄与

緑のネットワーク
の位置づけ

評価

9 3・5・3 座間大野線 12
交通環境の向上に
寄与

なし ○

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12
交通環境の向上に
寄与

なし ○

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12
交通環境の向上に
寄与

なし ○

13 3・6・1 田中東原線 11
交通環境の向上に
寄与

なし ○

14 3・6・2 杉久保座間線 11
交通環境の向上に
寄与

なし ○

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11
交通環境の向上に
寄与

なし ○

16 3・6・4 座間天台線 11
交通環境の向上に
寄与

なし ○

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11
交通環境の向上に
寄与

なし ○

18 3・6・6 中羽根沢線 11
交通環境の向上に
寄与

なし ○

19 3・6・7 座間駅三峰線 11
交通環境の向上に
寄与

なし ○

20 3・6・8 田中相武台下線 11 なし なし ×

番号 路線名
計画幅員

（ｍ）

※ 
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図 道路交通センサスにおける座間市の混雑度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）平成 22 年度道路交通センサス 

42 藤沢座間厚木線

51 町田厚木線

407 杉久保座間線

50 座間大和線 

246 一般国道 246 号

混雑度凡例
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図 緑の基本計画における緑のネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典）座間市緑の基本計画 
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（ク）他事業との整合 

〔検証項目〕 

■ 他の都市施設との整合について検証します 

 

他事業との整合については、鉄道や隣接都市計画道路等との整合性について必要

性を検証します。 
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②必要性についての検証

（ク）

他事業との整合

他の都市施設
との整合

評価

9 3・5・3 座間大野線 12
相模原都市計画道
路と整合が取れて
いない

×

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12
鉄道との立体交差
あり

×

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12
大和都市計画道路
と整合が取れてい
ない

×

13 3・6・1 田中東原線 11 鉄道との交差あり ×

14 3・6・2 杉久保座間線 11
海老名市接続道路
と整合が取れてい

ない
×

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11 鉄道との交差あり ×

16 3・6・4 座間天台線 11
相模原都市計画道
路と整合が取れて
いない

×

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11
相模原都市計画道
路と整合が取れて
いない

×

18 3・6・6 中羽根沢線 11 問題なし ○

19 3・6・7 座間駅三峰線 11 問題なし ○

20 3・6・8 田中相武台下線 11
相模原都市計画道
路と整合が取れて
いない

×

番号 路線名
計画幅員

（ｍ）

〔他事業との整合の検証結果〕 

■ 11 路線中、2路線が他事業との整合が図られています 

 

表 他事業との整合についての検証結果 
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（ケ）代替機能 

〔検証項目〕 

■ 現道による代替機能により必要性を検証します 

 

代替機能については、他の現道によりその機能が代替できるかについて必要性を

検証します。 
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〔代替機能の検証結果〕 

■ 11 路線中、10 路線が代替機能としての必要性を有します 

 

表 代替機能についての検証結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 田中相武台下線は、JR 相模線の相武台下駅へのアクセス機能を有する路線であるが、県道相武台下停車

場線の整備により、その機能を代替することが可能と考えられる。 

 

②必要性についての検証

（ケ）

代替機能

他の現道で
代替可能か

評価

9 3・5・3 座間大野線 12 代替不可 ○

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12 代替不可 ○

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12 代替不可 ○

13 3・6・1 田中東原線 11 代替不可 ○

14 3・6・2 杉久保座間線 11 代替不可 ○

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11 代替不可 ○

16 3・6・4 座間天台線 11 代替不可 ○

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11 代替不可 ○

18 3・6・6 中羽根沢線 11 代替不可 ○

19 3・6・7 座間駅三峰線 11 代替不可 ○

20 3・6・8 田中相武台下線 11
県道相武台下停車
場線で代替可能

×

番号 路線名
計画幅員

（ｍ）

※ 
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（２）見直しの方向性の整理 

■ 見直しの方向性として、「概成済区間」「現道あり未整備区間」の位置づけを明

確にすることが必要です 

 

「概成済区間」では、幅員が概ね 3分の 2以上確保されており、交通機能として

は現状のままでも問題がない区間が多いのが現状です。 

一方、道路を計画幅員まで拡幅するためには、沿道土地利用の関係から早期の実

現は難しいことから、概成済区間の当面の取り扱いを検討する必要があります。 

車道と自転車・歩行者通行方法の関係（一般的に、Ｗ＝13ｍ以上が必要であり、

計画幅員Ｗ＝11～12ｍの幹線道路に課題が生じるため、整備の方向性を定める必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

3・5・1 町田厚木線（現道 13ｍ）           3・5・4緑ヶ丘大塚線 

 

「現道あり未整備区間」では、交通ネットワークとしては機能するものの、車線

構成が不十分となっている、歩道が確保されていない、といったケースが多いのが

現状です。 

現行計画幅員の妥当性や、道路空間構成（歩道の有無や区分方法）について、現

況の状況・将来動向に応じて精査する必要があります。 

（「Ⅲ章 ４．今後の課題」参照） 
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3･3･1

3･3･2

3･4･1 

3･4･2 

3･4･3 3･4･4

3･4･5 

3･5･1

3･5･4

3･5･5 

3･6･1

3･6･5

４．総合的な道路網体系の検証 
■ 都市計画道路全体の将来ネットワークについて検証を行います 

 

前段までの検証により整理する路線や区間の機能について、当該都市計画道路の

必要性を総合的に判断し、「存続」「変更」「追加」「廃止」の方向づけを基に、都市

計画道路全体の将来道路ネットワークについて検証を行います。 

 

図 道路ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来ネットワークについては、さがみ縦貫の供用開始や隣接都市計画道路の整備

状況を踏まえながら検証することが望ましい。 
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５．事業実施の見込みに係る整理 
■ 事業の実施見込みや見直し時期、実施の課題について整理を行います 

 

都市計画道路は、都市の将来像を担う計画的な道路であり、道路の整備は市民の

生活に多大な影響を与える。見直しする路線に対する考え方や手続きの開始時期、

事業の実施時期はできるだけ明確にすることが必要です。 

ここでは、見直しされる路線についての考え方を整理し、事業の実施の見込みや

見直しの手続きの開始時期等を整理する。その際、以下の項目について整理を行い

ます。 

 

① 事業実施時期の見込み 

② 地形・地物・構造などに係る課題整理 

③ 隣接都市計画地域との整合性 

 

「現道なし未整備区間」においては、座間市において過去 20 年間街路整備が実施

されていないことを考えると、代替機能が考えられる路線については整備優先度が

相対的に低くなります。そのため、全区間が現道なし未整備として位置づけられて

いる路線については、特に必要性が高い場合を除き、廃止の方向で検討します。 

 

また、鉄道との立体交差や河川等の制約について整理を行い、整備の課題・実現

性を整理します。 
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③事業実施の見込みにかかる整理

9 3・5・3 座間大野線 12
相模原都市計画道
路の整備予定なし

相模原市と調整
(存続留保付の方
向)

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12
暫定整備の位置づ
け

鉄道との立体交差
により構造的な問
題あり

海老名市と調整

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12
大和市計画道路の
整備予定なし

都市計画法第53条
許可による建築物
が多くある

大和市と調整

13 3・6・1 田中東原線 11
鉄道との交差により
構造的な問題あり

14 3・6・2 杉久保座間線 11
海老名市内道路の
整備予定なし

海老名市と調整

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11
駅前広場は民有地
のため改良が困難

鉄道との交差により
構造的な問題あり

16 3・6・4 座間天台線 11
相模原都市計画道
路の整備予定なし

都市計画法第53条
許可による建築物
が多くある

相模原市と調整
(変更の方向)

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11
相模原都市計画道
路の整備予定なし

都市計画法第53条
許可による建築物
が多くある

相模原市と調整
(存続留保付の方
向)

18 3・6・6 中羽根沢線 11

19 3・6・7 座間駅三峰線 11

20 3・6・8 田中相武台下線 11
都市計画法第53条
許可による建築物
が多くある

相模原市と調整
(廃止の方向)

地形・建物・構造
などに係る課題整

理

隣接都市計画区
域との整合性

事業実施時期の
見込み

番号 路線名
計画幅員

（ｍ）

〔事業実施の見込みに係る整理〕 

■ 11 路線中、9路線が事業実施にかかる課題を有します 

 

表 事業実施の見込みに係る整理 
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６．総合的評価 
■ 基本的な視点を踏まえた評価・検証の行った対象路線・区間について、「存続」

「変更」「追加」「廃止」に分類し、見直しの方針として整理を行います 

 

 

表 総合的な評価による見直し方針の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの検証結果より、総合的に判断した結果、「存続」が 3・6・6中羽根沢線、

3・6・7座間駅三峰線の２路線、「留保付き存続」が 3・5・3座間大野線、3・5・4

緑ヶ丘大塚線、3・5・6東原ひばりヶ丘線、3・6・1田中東原線、3・6・2杉久保座

間線、3・6・3蟹ヶ沢線、3・6・4 座間天台線、3・6・5 緑ヶ丘林間線の８路線、「廃

止」が 3・6・8田中相武台下線の１路線となりました。 

 

 



 ８６

〔総合的評価〕 

■ 11 路線中、「存続」が 2路線、「留保付き存続」が 8路線、「廃止」が 1路線 

 

表 都市計画道路見直しの総合評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直しの方向性（素案） 評価

9 3・5・3 座間大野線 12
交通ネットワークの観点から必要性
は薄いが、隣接都市と不整合である
ため、継続的に調整する

留保付き存続

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線 12
市の生活軸として交通ネットワークを
形成することから、必要性あり

留保付き存続

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12
交通ネットワークの観点から必要性
は薄いが、隣接都市と不整合である
ため、継続的に調整する

留保付き存続

13 3・6・1 田中東原線 11
市の生活軸として交通ネットワークを
形成することから、必要性あり

留保付き存続

14 3・6・2 杉久保座間線 11
市の生活軸として交通ネットワークを
形成することから、必要性あり

留保付き存続

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 11
鉄道を跨ぐ路線であり、相武台前駅
の南北を結ぶネットワークを形成す
ることから、必要性あり

留保付き存続

16 3・6・4 座間天台線 11

市の生活軸として交通ネットワークを
形成することから必要性があるが、
隣接都市と不整合であるため、継続
的に調整する

留保付き存続

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線 11

市の生活軸として交通ネットワークを
形成することから必要性があるが、
隣接都市と不整合であるため、継続
的に調整する

留保付き存続

18 3・6・6 中羽根沢線 11

自転車・歩行者の生活道路ネット
ワークとして機能することから必要性
があるが、幅員・断面構成等につい
ては、歩車共存道路の機能が必要
か検討・調整を行う

存続

19 3・6・7 座間駅三峰線 11

自転車・歩行者の生活道路ネット
ワークとして機能することから必要性
があるが、幅員・断面構成等につい
ては、歩車共存道路の機能が必要
か検討・調整を行う

存続

20 3・6・8 田中相武台下線 11

隣接都市の都市計画道路が廃止の
方向であり、交通ネットワークの観
点から必要性は薄く、代替となる道
路を有することから、廃止の方向と
する

廃止

④総合的評価
番号 路線名

計画幅員
（ｍ）
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Ⅲ章．「見直しの方針」の策定 
 

１．見直しの方針図 
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主要幹線
道路

幹線道路
おおむね10年以内で

の重点整備路線
広域都市
連携軸

生活軸

1 3・3・1
国道246号
大和厚木バイパス線

― 22 2,620 0 100.0% ― ― 22 ○ ― ― ― S38.1.22 S51.4.13 改良済 ― ○ ― ― ○ ― ―

2 3・3・2 広野大塚線 2-1 22 4,510 4,510 0.0% ― ○ 8～11 ― ○ ○ ― S44.3.31 S51.4.13 ３６年 ○ ○ ― ○ ○ ― ―

3 3・4・1 相模原座間線 3‐1 18 1,550 1,360 12.3% ― ○ 11 ― ○ ― ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ― ○ ― ― ○ ― ―

4 3・4・2 相武台入谷線 4‐1 18 4,050 820 79.8% ― ○ 11 ― ○ ― ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ― ○ ― ― ○ ― ―

5 3・4・3 相模原二ツ塚線 5-1 16 3,880 1,994 48.6% ― ― 7～10 ― ○ ○ ― S31.1.27 H5.4.9 ２０年 ○ ― ○ ○ ○ ― ―

6 3・4・4 座間大和線
6-1
6-2

16 1,840 400 78.3% ○ ○ 11～16 ― ○ ― ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ― ○ ― ― ○ ― ―

7 3・4・5 座間南林間線
7-1
7-2

16 5,880 1,180 79.9% ― ○ 12～16 ― ○ ○ ― S31.1.27 H1.10.20 ２２年６ヶ月 ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

8 3・5・1 町田厚木線
8-1
8-2
8-3

15 4,000 420 89.5% ○ ○ 11 ― ○ ― ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ○ ○ ― ○ ○ ― ―

9 3・5・3 座間大野線 9‐1 12 120 120 0.0% ― ○ 4 ― ― ○ ― S38.1.22 S51.4.13 ３６年 ― ― ― ― ― ○ ○

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線
10-1
10-2

12 4,000 20 99.5% ○ ― 9～21 ― ○ ○ ― S31.1.27 S55.12.12 ３１年３ヶ月 ― ― ○ ― ― ○ ○

11 3・5・5 南広野東原線 ― 12 3,130 0 100.0% ― ― 12～15 ― ― ○ ― S38.1.22 H3.11.20 改良済 ― ○ ― ― ○ ―

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12‐1 12 930 504 45.8% ○ ○ 4～12 ― ― ○ ― S38.1.22 S51.4.13 ３６年 ― ― ― ― ― ○ ○

13 3・6・1 田中東原線
13-1
13-2
13-3

11 2,300 500 78.3% ○ ○ 8～11 ― ○ ― ― S31.1.27 S61.11.18 ２５年４ヶ月 ― ― ○ ― ― ○ ○

14 3・6・2 杉久保座間線
14-1
14-2

11 1,510 370 75.5% ○ ○ 4～11 ― ○ ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ― ― ― ― ― ○ ○

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 15‐1 11 90 47 47.8% ― ○ 11～18 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ― ― ― ― ― ○ ○

16 3・6・4 座間天台線

16-1
16-2
16-3
16-4
16-5
16‐6

11 3,100 1,590 48.7% ○ ○ 7～11 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ― ― ― ― ― ○ ○

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線

17-1
17-2
17-3
17-4
17-5
17‐6

11 2,860 2,280 20.3% ○ ○ 11 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ― ― ○ ○ ― ○ ○

18 3・6・6 中羽根沢線 18‐1 11 630 220 65.1% ○ ○ 6.8～9.2 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ― ― ― ― ― ○ ○

19 3・6・7 座間駅三峰線 19‐1 11 490 390 20.4% ○ ○ 6～11 ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ― ― ― ― ― ○ ○

20 3・6・8 田中相武台下線
20-1
20-2

11 1,100 1,100 0.0% ― ― ― ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 ３６年 ― ― ― ― ― ○ ○

21 3・6・9 相模台中央線 ― 8 670 0 100.0% ― ― ― ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 改良済 ― ― ― ― ― ○ ―

22 3・6・10 相武台栗原線 ― 8～11 1,620 0 100.0% ― ― ― ― ― ○ ― S31.1.27 S51.4.13 改良済 ― ― ― ― ― ○ ―

― 50,880 17,825 65.0% 10／22 15／22 ― 1／22 10／22 16／22 0／22 ― ― ― 4／22 7／22 6／22 5／22 8／22 14／22 11／22評価(11路線中)

現道幅員
（ｍ）

①関連計画等との関係

整備率※
（％） 国 県 市 区画 当初決定 最終決定

かながわの
みちづくり計画

整備、開発及び保全の方針
座間市都市

マスタープラン
概成済を含

む路線
現道あり未整備

を含む路線

事業主体 都市計画

最終都市計画
決定からの
経過年数

見直し
対象路線

番号 路線名 区間
計画幅員

（ｍ）
計画延長

（ｍ）
未着手

延長（ｍ）

２．見直しの方針一覧 
表 見直しの方針一覧（１／２） 
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 ９１

③事業実施の見込みにかかる整理

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク） （ケ） 評価

自動車交通機能
歩行者自転車の

交通機能 土地利用との整合※1 まちづくりとの整合※2 市街地形成機能 防災機能 環境機能 他事業との整合 代替機能 （9項目中） 見直しの方向性（素案） 評価

1 3・3・1
国道246号
大和厚木バイパス線

― ―
大和市・海老名市
(改良済) ―

2 3・3・2 広野大塚線 2-1 ―
綾瀬市・海老名市・
相模原市と調整

県の関連計画に位置づけられてい
るため、必要性あり 存続

3 3・4・1 相模原座間線 3‐1 ―
県の関連計画に位置づけられてい
るため、必要性あり 存続

4 3・4・2 相武台入谷線 4‐1 ― 海老名市と調整
県の関連計画に位置づけられてい
るため、必要性あり 存続

5 3・4・3 相模原二ツ塚線 5-1 ― 大和市と調整
県の関連計画に位置づけられてい
るため、必要性あり 存続

6 3・4・4 座間大和線
6-1
6-2

―
大和市と調整
相模原市

県の関連計画に位置づけられてい
るため、必要性あり 存続

7 3・4・5 座間南林間線
7-1
7-2

― 厚木市（改良済)
県の関連計画に位置づけられてい
るため、必要性あり 存続

8 3・5・1 町田厚木線
8-1
8-2
8-3

―
県の関連計画に位置づけられてい
るため、必要性あり 存続

9 3・5・3 座間大野線 9‐1 ○ ○ ○ × × ○ × ○ × ○ 5／9
相模原都市計画道
路の整備予定なし

相模原市と調整
(存続留保付の方
向)

交通ネットワークの観点から必要性
は薄いが、隣接都市と不整合である
ため、継続的に調整する

留保付き存続

10 3・5・4 緑ヶ丘大塚線
10-1
10-2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 8／9
暫定整備の位置づ
け

鉄道との立体交差
により構造的な問
題あり

海老名市と調整
市の生活軸として交通ネットワークを
形成することから、必要性あり

留保付き存続

11 3・5・5 南広野東原線 ― ― ―

12 3・5・6 東原ひばりヶ丘線 12‐1 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ 6／9
大和市計画道路の
整備予定なし

都市計画法第53条
許可による建築物
が多くある

大和市と調整
交通ネットワークの観点から必要性
は薄いが、隣接都市と不整合である
ため、継続的に調整する

留保付き存続

13 3・6・1 田中東原線
13-1
13-2
13-3

○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ 6／9
鉄道との交差により
構造的な問題あり

市の生活軸として交通ネットワークを
形成することから、必要性あり

留保付き存続

14 3・6・2 杉久保座間線
14-1
14-2

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 7／9
海老名市内道路の
整備予定なし

海老名市と調整
市の生活軸として交通ネットワークを
形成することから、必要性あり 留保付き存続

15 3・6・3 蟹ヶ沢線 15‐1 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ 7／9
駅前広場は民有地
のため改良が困難

鉄道との交差により
構造的な問題あり

鉄道を跨ぐ路線であり、相武台前駅
の南北を結ぶネットワークを形成す
ることから、必要性あり

留保付き存続

16 3・6・4 座間天台線

16-1
16-2
16-3
16-4
16-5
16‐6

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 7／9
相模原都市計画道
路の整備予定なし

都市計画法第53条
許可による建築物
が多くある

相模原市と調整
(変更の方向)

市の生活軸として交通ネットワークを
形成することから必要性があるが、
隣接都市と不整合であるため、継続
的に調整する

留保付き存続

17 3・6・5 緑ヶ丘林間線

17-1
17-2
17-3
17-4
17-5
17‐6

○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ 6／9
相模原都市計画道
路の整備予定なし

都市計画法第53条
許可による建築物
が多くある

相模原市と調整
(存続留保付の方
向)

市の生活軸として交通ネットワークを
形成することから必要性があるが、
隣接都市と不整合であるため、継続
的に調整する

留保付き存続

18 3・6・6 中羽根沢線 18‐1 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ 6／9

自転車・歩行者の生活道路ネット
ワークとして機能することから必要性
があるが、幅員・断面構成等につい
ては、歩車共存道路の機能が必要
か検討・調整を行う

存続

19 3・6・7 座間駅三峰線 19‐1 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8／9

自転車・歩行者の生活道路ネット
ワークとして機能することから必要性
があるが、幅員・断面構成等につい
ては、歩車共存道路の機能が必要
か検討・調整を行う

存続

20 3・6・8 田中相武台下線
20-1
20-2

○ × ○ × × × × × × × 1／9
都市計画法第53条
許可による建築物
が多くある

相模原市と調整
(廃止の方向)

隣接都市の都市計画道路が廃止の
方向であり、交通ネットワークの観
点から必要性は薄く、代替となる道
路を有することから、廃止の方向と
する

廃止

21 3・6・9 相模台中央線 ― ― ―

22 3・6・10 相武台栗原線 ― ― ―

11／22 9／11 11／11 3／11 5／11 9／11 8／11 10／11 2／11 10／11

※1 ○：沿道型用途地域の指定あり  ※2 ○：歴史的・文化的・自然的資産と重複せず、かつコミュニティを分断しない
      ×：指定なし       ×：上記いずれかと重複、またはコミュニティを分断する

②必要性についての検証

事業実施時期の
見込み

地形・建物・構造
などに係る課題整

理

隣接都市計画区
域との整合性

評価(11路線中)

見直し
対象路線

④総合的評価
番号 路線名 区間

表 見直しの方針一覧（２／２） 
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３．現道あり未整備区間の方針 

（１）3・5・3 座間大野線 

計画幅員 12ｍ（現道４ｍ 歩道なし）  延長 120ｍ 

 

・3・5・3座間大野線は 3・5・1町田厚木線と相模原市都市計画道路と接続する路線です。 

・当該路線は交通ネットワークや他の項目から必要性が薄いが、隣接都市計画区域と不連続である

ことから、現時点では「存続」の方向で考えるが、相模原市の動向を確認しながら継続的に調整

します。（留保付き存続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨
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（２）3・5・6 東原ひばりヶ丘線 

計画幅員 12ｍ（現道４ｍ 歩道なし）  延長 930ｍ 

 

・3・5・6東原ひばりヶ丘線は、3・5・5南広野東原線と大和市都市計画道路とを接続する路線です。 

・当該路線は市指定の緊急輸送路に指定されており、地域の防災機能に寄与することから、「存続」

の方向で考えます。 

・なお、整備時期については、隣接都市計画区域と不連続であることから、大和市の動向を確認し

ながら継続的に調整します。（留保付き存続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫－1 ⑫－2 ⑫－3 
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（３）3・6・6 中羽根沢線 

計画幅員 11ｍ（現道８ｍ 歩道なし）  延長 630ｍ 

 

・3・6・6中羽根沢線は、3・6・1田中東原線と 3・6・4座間天台線接続する路線です。 

・当該路線は、生活道路ネットワークとして機能し、歩行者の安全性な通行に資する道路であるこ

とから、「存続」の方向で考えます。 

・ただし、幅員及び断面構成については、自動車交通量とのバランスと十分考慮したうえで、歩車

共存道路の機能に変更することが望ましいと考えます。（存続） 
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（４）3・6・7 座間駅三峰線 

計画幅員 11ｍ（現道５ｍ 歩道なし）  延長 490ｍ 

 

・3・6・6中羽根沢線は、3・6・1田中東原線と 3・6・4座間天台線接続する路線です。 

・当該路線は、生活道路ネットワークとして機能し、歩行者の安全性な通行に資する道路であるこ

とから、「存続」の方向で考えます。 

・ただし、幅員及び断面構成については、自動車交通量とのバランスと十分考慮したうえで、歩車

共存道路の機能に変更することが望ましいと考えます。（存続） 
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（５）現道なし区間の整備方針 

◎3・6・8田中相武台下線 

計画幅員 11ｍ（現道なし）  延長 1,100ｍ 

 

・3・6・8田中相武台下線は、3・6・1田中東原線と相模原市都市計画道路と接続する路線です。 

・隣接都市の都市計画道路が廃止の方向であり、交通ネットワークの観点から必要性は薄く、ＪＲ

相武台下駅へのアクセスに対しては、代替となる道路を有することから、「廃止」の方向とします。 

 

 

代替路線 
（県道相武台下停車場線） 



 

 
９８

４．今後の課題 

（１）さがみ縦貫道路の供用後の交通動向の把握 

さがみ縦貫道路が平成２６年６月に供用開始予定となったことから、見直しの具

体的な検証については、将来の交通需要の動向を踏まえて評価・判断することが望

ましいと考えます。 

 

（２）現道あり未整備区間の整備方針 

現道あり未整備区間においては、昨今検討されている自転車通行空間の考え方も

踏まえ、その機能や整備の必要性について、今後も検討していく必要があります。 

 

 

 



 

 
９９

【参考資料】「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


